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６ 悪臭 
 

（１）臭気強度等 
 

① ６段階臭気強度表示法による臭気強度 

臭気強度 内   容 

0 無臭 

1 やっと感知できるにおい   （検知閾値濃度） 

2 何のにおいかわかる弱いにおい（認知閾値濃度） 

（2.5） 2と 3の中間 

3 らくに感知できるにおい 

（3.5） 3と 4の中間 

4 強いにおい 

5 強烈なにおい 

 

② 臭気強度に対応する臭気指数 

臭気強度 2.5 3.0 3.5 

臭気指数 10～15 12～18 14～21 

      業種によってにおいの質等が異なることにより、臭気指数には一定の幅がある。 
 

③ 特定悪臭物質と規制基準 

 悪臭物質の種類 
規制基準（ppm） 主な発生源 

A区域 B区域  

アンモニア 1 2 畜産農業、化製場、下水処理場等 

メチルメルカプタン 0.002 0.004 化製場、ごみ処理場、下水処理場等 

硫化水素 0.02 0.06 畜産農業、ごみ処理場、下水処理場等 

硫化メチル 0.01 0.05 
化製場、ごみ処理場、下水処理場等 

二硫化メチル 0.009 0.03 

トリメチルアミン 0.005 0.02 畜産農業、化製場、水産缶詰製造工場等 

アセトアルデヒド 0.05 0.1 化学工場、魚腸骨処理工場等 

プロピオンアルデヒド 0.05 0.1 

塗装工場、その他の金属製品製造工場、印刷

工場、油脂系食品製造工場等 

ノルマルブチルアルデヒド 0.009 0.03 

イソブチルアルデヒド 0.02 0.07 

ノルマルバレルアルデヒド 0.009 0.02 

イソバレルアルデヒド 0.003 0.006 

イソブタノール 0.9 4 

塗装工場、その他の金属製品製造工場、印刷

工場等 

酢酸エチル 3 7 

メチルイソブチルケトン 1 3 

トルエン 10 30 

キシレン 1 2 

スチレン 0.4 0.8 スチレン、プラスチック製品製造工場等 

プロピオン酸 0.03 0.07 染色工場、畜産事業場等 

ノルマル酪酸 0.001 0.002 

畜産事業場、化製場、し尿処理場等 ノルマル吉草酸 0.0009 0.002 

イソ吉草酸 0.001 0.004 

備 考  

A区域：都市計画法に基づく用途使用のうち、おおむね第１種低層住居専用地域、第１種中高層住居専用地域、第１種

住居地域、近隣商業地域及び商業地域並びにこれらに準ずると考えられる地域 

B区域：都市計画法に基づく用途地域のうち、おおむね準工業地域及び工業地域並びにこれらに準ずると考えられる地

域 




